
平成 30年度の介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（個別機能訓練加算について） 

 

問：はり師・きゅう師を機能訓練指導員とする際に求められる要件となる、「理学療法

士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧

師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従

事した経験」について、その実務時間・日数や実務内容に規定はあるのか。 

答：要件にある以上の内容については細かく規定しないが、当然ながら、当該はり師・

きゅう師が機能訓練指導員として実際に行う業務の頻度・内容を鑑みて、十分な

経験を得たと当該施設の管理者が判断できることは必要となる。 

問：はり師・きゅう師を機能訓練指導員として雇う際に、実際に、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格

を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経

験を有することをどのように確認するのか。 

答：例えば、当該はり師・きゅう師が機能訓練指導に従事した事業所の管理者が書面

でそれを証していることを確認すれば、確認として十分である。 


